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調整：地域共生推進室 

進捗管理：庁内連携会議 

・全体の進捗管理 

・定例開催 

庶務：福祉総務課 

 
地域住民 

高齢者 

地域包括支援センター 

障害者 

基幹相談支援センター 

生活困窮 

ののいち自立生活サポ
ートセンター 

こども家庭センター 

 

子育て 

包括的相談支援推進会議 

相談窓口 

各相談窓口へ相談 

※連携体制を構築するための会議 

 

【包括的相談支援事業】 

・既存の体制を活用 

・属性や世代を問わず相談

を受け止める 

※包括的相談支援推進会議 

問題の複雑化・複合化により窓口間の調整が必要なケース 

 

多機関協働会議又は支援会議 

会議 

 

 

 

【多機関協働事業】 

調整が必要なケースに対し、関

係機関で支援プランを作成し支

援の方向性を明確にする等によ

り、支援者を支援する事業 

【アウトリーチ等事業】 

ひきこもり等の長期的な伴走支

援を実施する 

【参加支援事業】 

社会とのつながりを構築するた

めの多様な参加の場 

【地域づくり事業】 

・各分野の既存の地域づく

りと連携 

・実際のケース検討から見

えてきた地域課題への解決 

※地域づくり推進会議 

既存の地域づくり事業 

プランの作成 

プランにもとづく支援の実施 

アウトリーチ支援 

ニーズに合わせた 
社会参加の機会創設 

高齢者 
障害者 

子育て 生活困窮 

地域づくり推進会議 
※地域資源を活用・創出するための会議 

生活支援コー 
ディネーター 

介護予防 

地区ネットワーク 

会議 
子育て支援 
センター 

地域活動支援 
センター 

支援者とつながっていない場合 

・支援方針の決定 

・活用できるサービスの調整 

・必要な資源の検討 

・活用できるサービスの提供 

・継続的な相談の実施 

社会とのつながりが希薄な場合 

 

 

※同意がない場合は 

「支援会議」とする 

介護長寿課 福祉総務課 

福祉総務課 健康推進課 

 
子育て支援課 

 

発達相談センター 

※同意がある場合 

 

 

 

「多機関協働会議」

とる。 

 

 

とする。 

 

 

子育て支援センター 


